
                                       
資料２ 

平成19年度 「県民の参画と協働の推進に関する条例」の推進 

 

＝基本方針＝ 

  「県民の参画と協働の推進に関する条例」の規定により、17年度に実施した参画と協働関連

施策の効果の検証結果を踏まえて改定した、｢地域づくり活動支援指針｣｢県行政参画・協働推進

計画｣に基づき、参画と協働の取り組みをさらに拡げることを目指します。 

このため、もう一度参画と協働の理念に立ち返り、県民みんなで夢とビジョンを確かめ合い

ながら、新しい共同社会の構築に取り組む県民一人ひとりが主役となって地域づくりを進め、

個性と多様性が生き、共生と連帯で支える地域社会をめざして、豊かな成熟社会を先導してい

く取り組みを展開します。            

 

１ これまでの取り組み(P3参照) 

 (１)平成14年度 

  ①県民意見提出手続（パブリック・コメント手続）要綱 制定（H14.4.10） 

②県民の参画と協働の推進に関する条例 制定（H14.12.19）        

  ③平成15年度参画と協働関連施策の展開方針(施策体系) 作成  
 【主な新規施策】 
  ・ひょうごボランタリープラザ（H14.6）の開設・運営 

・美しい兵庫指標づくり 等 

 

 (２)平成15年度 

  ①県民の参画と協働の推進に関する条例 施行（H15.4.1）          

②附属機関等の委員の公募に関する指針 制定（H15.4.1） 

  ③｢地域づくり活動支援指針｣｢県行政参画･協働推進計画｣ 策定（H16.3.23）     

  ④平成16年度参画と協働関連施策の展開方針(施策体系) 作成                 
【主な新規施策】  

  ・地域づくり活動登録制度（コラボネット）の創設・運用 

  ・地域団体活動パワーアップ事業 等 

 

 (３)平成16年度 

  ①平成15年度参画と協働関連施策の年次報告 作成 

②地域づくり活動の事例集 作成 

  ③平成17年度参画と協働関連施策の展開方針(施策体系) 作成                 
【主な新規施策】  

  ・地域協働事業 

（地域づくり安全対策事業、｢まちの子育て｣地域協働プロジェクト、県民交流広場モデル事業） 

 

 (４)平成17年度 

  ①参画と協働関連施策の検証の実施（３カ年の報告 作成（H18.1））      

      ＜検証で明らかとなった課題＞ 

・ 県民の視点に立った分かりやすい情報の提供・共有 

・ 担い手づくりと継続的な活動に向けた能力アップの支援 

・ 地域づくり活動のネットワーク化の充実 

・ 公民協働による効率的な施策の実施 

・ 市町と県との役割分担、連携強化 

・ 県民に目に見える分かりやすい形での展開 

・ 県職員の意識改革 
・ 県民局の現地解決型機能の一層の拡充など推進体制の整備 
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②平成16年度参画と協働関連施策の年次報告 作成               

③地域づくり活動支援指針｣｢県行政参画・協働推進計画｣改定（H18.3.23）  

  ④平成18年度参画と協働関連施策の展開方針(施策体系) 作成                   

⑤県民意見提出手続（パブリック・コメント手続）要綱 改正（H18.4.1施行） 

  ⑥附属機関等の委員の公募に関する指針 改正（H18.4.1施行）  
【主な新規施策】  

  ・全県・地域ビジョン推進方策の改定 

  ・地域安全まちづくり条例の制定 

  ・地域づくり活動支援ナビの設置 

 

(５)平成18年度 

①平成1７年度参画と協働関連施策の年次報告 作成 

②参画と協働ガイドブック 作成                      

③参画と協働による施策実施のガイドブック 作成              

  ④平成19年度参画と協働関連施策の展開方針(施策体系) 作成                   

【主な新規施策】  

  ・県民交流広場の本格展開 

  ・のじぎく兵庫国体・大会の開催 

 

２ 平成19年度の具体的な取り組み 

(１)条例の総合的な推進 

     条例に基づく｢地域づくり活動支援指針｣｢県行政参画・協働推進計画｣の確実な推進を

図るため、｢年次報告｣の作成を通じたフォローアップに取り組みます。       《資料３》 

また、施策の効果の検証で明らかになった課題を踏まえ、県民へのさらなる普及・浸

透とともに、参画と協働施策を担う県職員の意識改革・スキルアップなどに取り組みな

がら、参画と協働の推進方策について検討を行います。                     《資料４》 

さらに、「地域コミュニティの再生」という視点を踏まえて、参画と協働の今後の推

進方策を検討します。                        《資料６、７》 

               

(２)地域づくり活動への支援 

「地域づくり活動支援指針」に基づき、分かりやすい情報の提供をはじめ、財政的基

盤の充実、地域に潜在する人材の活用、ネットワークの強化などの活動支援施策を総合

的に推進します。 

地域づくりの裾野を拡げるため、新たに、団塊の世代が社会経験や技能を生かして、

地域づくり活動に取り組めるよう総合的な支援に取り組むとともに、企業への社会貢献

関連情報の提供や顕彰制度の創設などを通じて、地域における社会貢献活動を促します。 

                                        

(３)県行政の推進への参画と協働 

「県行政参画・協働推進計画」に基づき、県民が主体的に選択できるわかりやすい情

報提供を基本に、県民の知恵や力を生かした協働事業や公民協働施策の立案・実施など、

政策の形成、実施、評価・検証の各段階で多様な参画と協働による取り組みを総合的に

推進します。 
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